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平成１８年第３回大仙市議会定例会会議録第１号

平成１８年９月５日（火曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成１８年９月５日（火曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （１８日間）

（法第１８０条第１項関係）第 ３ 議長報告 ・専決処分報告

・株式会社神岡ふるさと振興公社第１０期（平成１７年度）決

算

・株式会社神岡ふるさと振興公社第１１期（平成１８年度）事

業計画

・株式会社協和リゾート管理公社第１１期（平成１７年度）決

算

・株式会社協和リゾート管理公社第１２期（平成１８年度）事

業計画

・物産中仙株式会社第１６期（平成１７年度）決算

・物産中仙株式会社第１７期（平成１８年度）事業計画

・平成１７年度大仙市継続費精算報告書

・例月出納検査結果

第 ４ 議案第１７４号 公益法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について （説 明）

第 ５ 議案第１７５号 大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第 ６ 議案第１７６号 大仙市立太田緑地広場条例の一部を改正する条例の制定につい

て （説 明）

第 ７ 議案第１７７号 大仙市児童館及び児童センターに関する条例の一部を改正する

条例の制定について （説 明）
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第 ８ 議案第１７８号 大仙市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第 ９ 議案第１７９号 大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１０ 議案第１８０号 大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１１ 議案第１８１号 大仙市営協和スキー場条例の一部を改正する条例の制定につい

て （説 明）

第１２ 議案第１８２号 大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例の制定について

（説 明）

第１３ 議案第１８３号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される大仙市職員の処遇等

に関する条例の制定について （説 明）

第１４ 議案第１８４号 大仙市職員の休職の事由に関する条例の制定について

（説 明）

第１５ 議案第１８５号 大仙市障害者計画等策定審議会条例の制定について（説 明）

第１６ 議案第１８６号 字の区域の変更について （説 明）

第１７ 議案第１８７号 字の区域の変更について （説 明）

第１８ 議案第１８８号 字の区域の変更について （説 明）

第１９ 議案第１８９号 県単小規模土地改良事業における市営土地改良事業の計画概要

の決定について （説 明）

第２０ 議案第１９０号 財産の取得について （説 明）

第２１ 議案第１９１号 財産の取得について （説 明）

第２２ 議案第１９２号 工事委託に関する協定の締結について （説 明）

第２３ 議案第１９３号 平成１７年度大仙市上水道事業剰余金の処分について

（説 明）

第２４ 議案第１９４号 平成１８年度大仙市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更に

ついて （説 明）

第２５ 議案第１９５号 平成１８年度大仙市介護老人福祉施設介護サービス事業特別会

計への繰入額の変更について （説 明）
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第２６ 議案第１９６号 平成１８年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会

計への繰入額の変更について （説 明）

第２７ 議案第１９７号 平成１８年度大仙市老人デイサービス事業特別会計への繰入額

の変更について （説 明）

第２８ 議案第１９８号 平成１８年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更に

ついて （説 明）

第２９ 議案第１９９号 平成１８年度大仙市一般会計補正予算（第３号） （説 明）

第３０ 議案第２００号 平成１８年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

第３１ 議案第２０１号 平成１８年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）

（説 明）

第３２ 議案第２０２号 平成１８年度大仙市宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）

（説 明）

第３３ 議案第２０３号 平成１８年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

（説 明）

第３４ 議案第２０４号 平成１８年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

第３５ 議案第２０５号 平成１８年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号） （説 明）

第３６ 議案第２０６号 平成１８年度大仙市介護老人福祉施設介護サービス事業特別会

計補正予算（第１号） （説 明）

第３７ 議案第２０７号 平成１８年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会

計補正予算（第１号） （説 明）

第３８ 議案第２０８号 平成１８年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算

（第１号） （説 明）

第３９ 議案第２０９号 平成１８年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１号）

（説 明）

第４０ 議案第２１０号 平成１８年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）

（説 明）
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第４１ 議案第２１１号 平成１７年度大仙市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （説 明）

第４２ 議案第２１２号 平成１７年度市立大曲病院事業会計決算の認定について

（説 明）

第４３ 議案第２１３号 平成１７年度大仙市上水道事業会計決算の認定について

（説 明）

出席議員（２９人）

１番 橋 本 五 郎 ２番 佐 藤 文 子 ３番 小 山 誠 治

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 藤 井 春 雄 ６番 杉 沢 千恵子

７番 佐 藤 孝 次 ８番 金 谷 道 男 ９番 石 塚 柏

１０番 千 葉 健 １１番 渡 邊 秀 俊 １２番 佐 藤 芳 雄

１３番 高 橋 敏 英 １４番 竹 原 弘 治 １５番 橋 村 誠

１６番 武 田 隆 １８番 菊 池 幸 悦 １９番 大 坂 義 徳

２０番 大 山 利 吉 ２１番 門 脇 一 男 ２２番 本 間 輝 男

２３番 児 玉 裕 一 ２４番 高 橋 幸 晴 ２５番 佐々木 洋 一

２６番 大 野 忠 夫 ２７番 佐々木 昌 志 ２８番 北 村 稔

２９番 鎌 田 正 ３０番 藤 田 君 雄

欠席議員（１人）

１７番 斉 藤 博 幸

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 助 役 久 米 正 雄

教 育 長 三 浦 憲 一 代 表 監 査 委 員 田 牧 貞 夫

総 務 部 長 老 松 博 行 企 画 部 長 佐々木 正 広

市 民 生 活 部 長 高 橋 源 一 健 康 福 祉 部 長 深 谷 久 和

農 林 商 工 部 長 金 正 行 建 設 部 長 柴 田 勝 三

病 院 事 務 長 高 橋 大 樹 水 道 局 長 田 口 良 邦

教 育 次 長 相 馬 義 雄 教 育 次 長 佐 藤 康 裕
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総 務 課 長 元 吉 峯 夫

議会事務局職員出席者

局 長 田 口 誠 一 副 参 事 高 橋 薫

副 主 幹 伊 藤 雅 裕 副 主 幹 加 藤 博 勝

主 任 菅 原 直 久

午前１０時００分 開 会

○議長（橋本五郎君） おはようございます。

これより平成１８年第３回大仙市議会定例会を開会いたします。

市長から招集の挨拶があります。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 皆さん、おはようございます。

本日、平成１８年第３回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。

今次定例会でご審議をお願いいたします案件は、条例案１２件、単行案１３件、補正

予算１２件、決算認定３件の合計４０件のほか、協和統合小学校建設の工事請負契約締

結に係る単行案及び人権擁護委員の候補者の推薦に係る人事案件について、準備が整い

次第、追加提案する予定であります。

各案件につきまして、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

それでは、この場をお借りいたしまして、本年度の各部局ごとの主要事業の進捗状況

並びに諸般の状況を報告させていただきます。

始めに、総務部関係について申し上げます。

職員採用試験につきましては、一般事務及び建築・土木合わせて１５人の採用予定で、

去る９月３日、大曲仙北広域交流センターにおいて１次試験が実施され１６０人が受験

しております。

次に、企画部関係についてであります。

行政評価につきましては、市民から意見を伺う市民評価として、本年度の新規事業・

主要事業等７分野２６事業についてのアンケートを実施するもので、８月下旬、市民

１，０００人にアンケート用紙を郵送したところであります。

市の「花、木、鳥」の制定につきましては、市民を対象に名称を募集し、選考委員会
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を設置し作業を進めております。また、「市民の歌」につきましては、委員１０名から

なる制定委員会を設置し制定作業をお願いしております。

「花、木、鳥」及び「市民の歌」につきましては、１０月１日に大曲市民会館で開催

される大仙市誕生１周年記念式典での披露を予定しております。

男女共同参画事業につきましては、大曲西中学校の親子講演会をはじめ４カ所で出前

講座を開催しており、今後とも積極的に出向きながら男女共同参画意識の浸透を図って

まいります。

また、市職員に対する男女共同参画の意識浸透や庁内推進環境の整備を目的に、６月

に関係部課長からなる男女共同参画庁内推進会議を設置し、男女が共に働きやすい職場

環境づくりなどを進めております。

第三セクターの経営改善につきましては、大仙市出資法人等経営改革調査特別委員会

を４回開催し、各三セクの現状と課題について調査、検討をいただいております。今後、

市としての考え方及び三セクの運営方針等を特別委員会に示しながら、１１月頃には一

定の方向を定めたいと考えております。

なお、温泉を経営する一部三セクでは、利用者の減少と灯油代の高騰による経費の増

加により運転資金不足が懸念されていることから、新たな方針による経営改革に着手す

るまでの暫定措置として、今般、第三セクターに運転資金を貸し付ける制度を設けたい

と思っております。

秋田わか杉国体につきましては、第５７回県民体育大会軟式野球競技が７月１５日・

１６日の両日、県南３市の８球場で開催され、記録送受信業務を中心にチェックを行い

ました。

また、８月９日から１１日までの３日間、第１１回ジャパンオープンハンドボール

トーナメント女子の部が全国から２５６人の選手・監督・役員を迎え、市大曲体育館と

県立大曲農業高校新体育館で開催され、競技役員、競技会係員、補助員６４７人が大会

運営に当たったほか、スポーツ少年団によるエキシビジョンマッチや１６５人の応援サ

ポーターが大いに会場を盛り上げました。

翌週の８月２０日には、美郷町・大仙市３７．４ｋｍ特設ロードレースコースで「第

４１回全国都道府県対抗自転車競技大会」が開催され、当市では２３１人の立哨員、交

通指導員がコース確保に当たりました。

大会開催に当たり市民の皆様には、仮設物設置工事や交通規制等で大変ご迷惑をおか
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けいたしました。ご協力に対しまして心から感謝を申し上げます。

次に、市民生活部関係についてであります。

交通安全対策につきましては、去る８月１日から１０日までの夏の交通安全運動期間

中、子どもと高齢者の交通事故防止等を重点目標に掲げ、交通指導隊、交通安全母の会

など関係機関、団体による巡回車両パレード、街頭指導及び啓発活動を実施しておりま

す。

防犯活動につきましては、市職員と教職員による「子ども安全パトロール」を実施し、

登下校時の小学生の安全確保に努めているほか、６月２４日、防犯協会、防犯指導隊及

び青少年育成大仙市民会議の三者合同の連絡会議を開催し、地域住民、自治会、ＰＴＡ、

老人クラブ等に対し、子ども安全ネットワークの構築を呼びかけていくことを申し合わ

せました。

また、市内の郵便集配局、ＪＡ秋田おばこ及び秋田県ハイヤー協会大曲仙北支部に協

力を要請し、１０月から所有車両に防犯ステッカーを貼付して防犯パトロールを実施し

ていただくことで準備を進めており、今次定例会にこれら防犯ステッカー及び青色回転

灯の購入経費に係る予算の補正をお願いしております。

なお、大仙市管工事組合からは、組合加盟３０社所有の車両７５台に独自に防犯ス

テッカーを貼付し、子ども安全パトロールに協力していただいております。

青少年健全育成につきましては、大仙警察署など関係機関と協力し、有害図書浄化活

動の一環として、書店、販売店等への一斉立入調査を実施するとともに、去る７月１８

日に開催された「社会を明るくする運動公開ケース研究会」で、青少年の非行防止と更

生保護の重要性の啓発を行っております。

消防施設の整備につきましては、県の「孤立化集落情報通信整備事業」の補助を受け、

衛星携帯電話３台を導入しております。

大仙市地域防災計画につきましては、既に素案が出来上がっており、今後、県との事

前協議及び大仙市防災会議等を経て、本年度中に策定を完了したいと考えております。

また、９月１０日、仙北地域を主会場に直下型地震で震度６強の災害を想定した防災

訓練を計画しております。

老人保健医療制度につきましては、平成２０年４月から後期高齢者医療制度に変わる

ことから、その運営を全県２５市町村で設立する広域連合があたることになっており、

現在、秋田県市町村会館内に設立準備委員会を立ち上げ準備を進めております。その経
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費については、国と構成市町村が負担することとなっていることから、今次定例会に負

担金に係る予算の補正をお願いしております。あわせて９月から準備委員会事務局職員

として大仙市からも１名の職員を派遣しております。

また、健康保険法の改正に伴い、１０月から国民健康保険出産育児一時金を３０万円

から３５万円に、葬祭費については１０万円から５万円となったものを急激な変動を避

けるために、葬祭費については７万円にそれぞれ改定する予定であり、今次定例会に関

連する条例の一部改正をお願いしております。

なお、１０月から国の指定する特定疾患及び小児慢性特定疾患患者の負担を軽減する

ため、発病から２０歳に達するまで難病に関する医療費の自己負担分を助成いたします。

大仙美郷環境事業組合関連の一般廃棄物最終処分場建設事業につきましては、去る６

月２２日に指名競争入札を行い、６月２８日に２２億５００万円で西松建設株式会社東

北支店と契約を締結しており、８月１０日には安全祈願祭を行っております。なお、工

期は６月２９日から平成２０年３月２１日までとなっております。

し尿処理施設整備工事につきましては、８月末現在の進捗率が８５．９％であり、

１１月末には完了の見込みとなっております。

次に、健康福祉部関係についてであります。

敬老会につきましては、本年度から対象者を７５歳以上に統一するとともに、各地域

の実行委員会及び地区社会福祉協議会を主催者とし、９月１日に開催された大曲地区に

続き、他の２２地区においても９月１８日までの間に順次開催される予定であります。

障害者自立支援法につきましては、障害程度区分認定のための第１回の審査会を去る

８月２９日に開催するなど、１０月１日からの法の全面施行に向けて準備を進めており、

関連予算の補正を今次定例会にお願いしております。なお、国の利用者負担軽減策の対

象とならない「地域生活支援事業」の中の５事業を利用している低所得者について、

１０月から障害者自立支援法移行に伴って増加した分の自己負担額を軽減いたしたいと

思っております。

また、現在、障害者計画策定のための意向調査を実施しておりますが、その中で示さ

れた課題等につきましては、来年度予算に反映してまいりたいと考えております。

子育て支援関係につきましては、社会福祉法人大曲保育会が運営する大曲中央保育園、

大曲南保育園及び四ツ屋保育園の大規模修繕事業がそれぞれ８月１２日に着工されてお

り、１０月３０日には完了の予定と伺っております。
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西仙北地域の統合保育園建設事業につきましては、平成２０年４月の開園に向け、本

年度と来年度の２カ年事業として進めているところであり、今次定例会に本体工事に係

る予算の補正をお願いしております。

次に、農林商工部関係についてであります。

稲作につきましては、７月中旬以降、最高気温、平均気温ともに平年より低く、日照

時間が少なく推移したことから軟弱傾向が見られました。その後、８月に入ってからの

好天により、出穂までは順調に推移したものの、前半期の低温が影響し、移植栽培の出

穂期は平年よりやや遅れ、８月７日となっております。なお、直播栽培の出穂期は８月

１０日で、順調に生育しております。

秋田県の作柄概況につきましては、東北農政局秋田農政事務所の８月２９日の公表に

よると、８月１５日現在における作柄は「平年並」となっております。

航空防除につきましては、５月に食品衛生法が改正されたことに伴い、大曲地域、西

仙北地域及び協和地域は全て無人ヘリによる防除体制をとっておりますが、管内の農薬

散布は有人ヘリを含め、太田地域の７月２２日から順次作業を開始し、８月１９日まで

に終了したところであります。

大豆の「すずさやか」につきましては、ＪＡ管内で一般栽培面積が１９７．３ｈａ、

うち当管内の６８％にあたる１３４．７ｈａであります。

野菜・花きにつきましては、７月の日照不足の影響により、やや生育が遅れておりま

したが、８月上旬の好天により平年並まで持ち直しており、価格面におきましても高値

で推移しております。なお、県で推奨しております「リンドウ」につきましては、本市

では新たに１０９ａが栽培され、本年度の栽培面積は２１８ａとなっております。

集落営農の推進につきましては、管内５９３集落に対し概ね２回から３回の説明会を

実施しておりますが、農業従事者に本制度を広く理解していただくため、ミュージカル

「なんじょすっぺ おらほの集落営農」を公演したところ４７４人の入場者がありまし

た。今後は経営体組織の設立に取り組んでいる集落や面積要件を満たしている農家の認

定農業者への誘導を積極的に推進してまいります。

畜産につきましては、大仙市・仙北市・美郷町一円を対象とした第１回目の畜産共進

会が去る７月２９日・３０日の両日、大曲家畜市場を会場に開催され、管内から肉用牛

５７頭、乳用牛６頭、肥育牛１０頭、家兎２７羽、家禽１０点が出品され、１２頭が優

等賞に輝いております。
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雇用対策につきましては、高校３年生を対象とした県南地区職場研修事業を２１社

２３事業所からの協力をいただき、大曲雇用開発協会とともに７月２５日から８月５日

までの１２日間にわたり開催し、管内では昨年より６６人増の延べ２２７人の参加を得

ております。

商工会の合併につきましては、６月に「大仙地区商工会合併推進協議会」が組織化さ

れ、「合併に関する基本協定」に各商工会が調印するなど、合併の事務手続きが進めら

れております。

大仙市企業連絡協議会につきましては、「地域企業の振興及び地域経済の活性化」を

目的に、市内４８事業所による設立総会が７月に開催され、今後、各種研修会等の事業

展開を予定しております。

商工業振興につきましては、商店街環境整備事業費補助金が新規で６団体、商店街等

新規開店助成金で１商店の利用がありました。

また、雇用助成金につきましては、現在までの申請件数が３５件で、４５歳未満の新

規雇用者が１６人、学校新卒者の雇用が４２人となっており、昨年に比べ大幅に増加し

ております。

企業誘致対策につきましては、去る８月３日、東京で開催された「秋田県・県内市町

村と首都圏企業との懇談会」に参加し、業界動向の情報を得ながら市のＰＲ活動を行っ

てまいりました。引き続き秋田県の企業誘致推進協議会の活動に積極的に参加し、企業

誘致及び工業団地の分譲促進を図ってまいります。

夏まつりにつきましては、８月５日の「夏まつり大曲」、８月１５日の「彩夏せんぼ

く」及び「ふるさと西仙祭り」、８月１６日の「ドンパン祭り」等が行われ、多くの市

民の参加をいただき、盛会裏に終了することができました。

８０回を迎えた全国花火競技大会につきましては、８月２６日に国土交通省や秋田県

警、県地域振興局、ＪＲ、東日本高速道路株式会社、羽後交通、広域消防などの協力の

もとで開催され、好天にも恵まれ、過去最多となる７５万人の人出となりました。また、

交通対策については、全庁体制での取り組みや駐車場の増設などにより、例年よりス

ムーズな対応ができたものと思われますが、引き続きより安全・安心な大会となるよう

万全を期してまいりたいと思います。

次に、建設部関係についてであります。

都市計画道路駅東線街路整備事業につきましては、前年度繰越分の道路改良工事の進
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捗率が８月末現在で約７０％となっており、完了後、引き続き舗装工事を発注する予定

であります。

なお、本年度事業の駅前広場までの区間につきましては、６月に道路改良工事を発注

済みであります。

都市計画道路花園線につきましては、舗装工事を７月に発注済みであります。このほ

か、駅前広場整備工事は７月に、歩行者用シェルター設置工事は今月初めに発注済みで

あります。

まちづくり交付金事業で実施している神岡地域の中央公園屋内多目的施設につきまし

ては、愛称を公募し、最終選考を地域協議会で行い、「嶽ドーム」と決めたところであ

り、現在、１２月１日のオープンを目指し管理棟の建築工事を進めております。

また、（仮称）新協和体育館建設工事は、事業費ベースで進捗率が８月末現在で約

６０％となっております。

都市公園事業につきましては、仙北ふれあい公園事業の体育館建設用地造成工事を今

月中に発注の予定であります。また、協和地域のカントリーパーク整備事業につきまし

ては、グラウンド・ゴルフ場造成工事を８月中旬に発注済みであります。

宅地造成事業につきましては、西仙北地域の北ノ沢市営住宅造成工事を８月に発注済

みであります。

なお、県が実施する「都市計画基礎調査」にあわせ、大仙市都市計画マスタープラン

策定のため、よりきめ細やかなデータ収集・分析を行う補完調査に要する経費について

今次定例会に予算の補正をお願いしております。

市道整備につきましては、市単独事業の新設及び改良事業６３路線のうち２８路線に

ついて発注済みであり、未発注の路線についても今後設計業務等が完了次第、順次発注

の予定であります。

地方道路交付金事業で施行している黒森山線は一部発注済みであり、中仙４号線及び

主要特定道路整備事業で施行している仙北４５号線については、設計業務等が完了次第

発注の予定であります。

公共下水道事業につきましては、本年度計画の延長８．９ｋｍのうち大曲、神岡及び

中仙地域の７．３ｋｍが発注済みであります。

農業集落排水事業につきましては、８地区について補助・単独合わせて３１件の管路

工事、延長１４．３ｋｍを発注済みであります。なお、処理施設建設工事につきまして
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は、４地区８件を発注しております。

次に、大曲駅前第二地区土地区画整理事業の建物移転補償につきましては、大曲丸の

内町地区及び大花町地区の本年度移転対象物件６６戸中２３戸、借家人補償は２７店舗

中６店舗の権利者と契約済みであり、現在、残りの権利者と交渉中であります。

工事関係につきましては、第１工区・都市計画道路中通線新設工事について、延長

１４６ｍ分を８月中旬に発注済みであり、中通線の鉄道横断部アンダー化工事について

は、東日本旅客鉄道株式会社秋田支社と工事施工に関する協定の締結について、今次定

例会でのご審議をお願いしております。

次に、国・県関係工事についてであります。

国道１３号線大曲バイパス４車線化事業の新玉川橋につきましては、去る６月２８日

から通行を開催しており、花館高架橋についてはＪＲ区間を含めた上部工を進め、国道

１０５号と玉川橋間について改良舗装を実施する予定と伺っております。

また、神宮寺バイパス事業、土買川築堤に伴う水尺橋架け替え事業及び雄物川中流部

緊急対策事業につきましては、補償交渉等が順調に推移していると伺っております。

県事業の大曲西道路につきましては、大曲インターと山根ランプ間が７月３１日に開

通し、また、飯田ランプと和合ランプ間が１０月１３日に開通の予定と伺っており、こ

れにより全線開通の運びとなります。

国道１０５号県単改良事業につきましては、ＪＡ四ツ屋駅給油所から約１２０ｍの延

伸工事を７月に完了しており、国道３４１号上淀川地内交差点改良事業につきましては

１１月末に完了の予定と伺っております。

次に、水道局関係についてであります。

上水道事業につきましては、配水管拡張工事として花館中野地内延長８３７ｍを６月

下旬に、日の出町二丁目地内延長４００ｍを８月初旬に、また、配水管改良工事として

古四王際地区延長４３０ｍを７月中旬に、和合地区延長６５０ｍを８月初旬にそれぞれ

発注済みであります。

簡易水道事業につきましては、西仙北地域刈和野地区の取水設備工事を７月中旬に発

注済みであり、配水池築造工事につきましては今月中旬に発注できるよう準備を進めて

おります。また、山間部のため沢水を水源としている地区が多い大沢郷地区については、

生活用水困窮地域をできるだけ早期に解消するとともに、事業費の削減も期待できるこ

とから、取水、浄水施設及び配水管布設工事までの関連事業を継続事業として平成１９
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年度に一括発注することとしており、今次定例会に全体設計に係る予算の補正及び継続

費の設定をお願いしております。

事業計画３カ年の最終年になります協和地域沢庄地区簡易水道統合整備事業について

は、工事を６月下旬に発注済みであり、平成１９年３月初旬に完了の予定であります。

仙北地域南部の簡易水道統合整備事業については、４工区のうち３工区、延長

９，２０７ｍについて８月中旬に発注済みであり、残り１工区については今月中に発注

できるよう準備を進めております。

次に、教育委員会関係についてであります。

小中学校の現状を踏まえ、教育環境の整備の方向性を見いだすため設置した大仙市学

校づくり将来構想検討委員会につきましては、第１回目の会議を去る８月１０日に開催

しております。１５人の委員で構成された同委員会では、この後３回の会議を経て、

１８年度中に提言書をまとめることとしており、これを踏まえ新しい時代を展望した教

育及び教育環境の整備のあり方について方向性を示す計画であります。

神岡地域の幼保一体施設につきましては、平成２１年４月の開園に向け、まちづくり

交付金事業の一環として今次定例会に予算の補正をお願いしております。

子どもの安全確保につきましては、小中学校及び幼稚園の実情に合わせて「防犯教

室」を実施するとともに、子どもの目線で作成する「地域安全マップ実践普及講習会」

を開催し、「自分の命は自分で守る」判断と対応ができる安全教育を、大仙警察署等と

連携しながら行っているほか、子どもたちに危険予知・回避の能力が身に付くまで「ス

クールガード養成講習会」を開催したり、スクールガード・リーダーの指導を受けるな

ど負担の少ない長続きする「見守り隊」の活動の継続を図ってまいります。

成人式につきましては、去る８月１５日、大曲市民会館で挙行し、市内１２校中学校

の卒業生１，０７５人のうち参加者７６８人が新成人の祝福を受けております。

文化財につきましては、国指定名勝池田氏庭園の特別公開が６月１１・１２日の両日

行われ、県内外から約３，０００人の方々が鑑賞に訪れ、改めて関心の高さを実感した

ところであります。公開後には池の浚渫、護岸工事に着手しており、１１月１１・１２

日の特別公開時には、往時の景観を取り戻した庭園を鑑賞いただけるものと思っており

ます。

また、文化財の保存関連では、８月１７日、国宝線刻千手観音等鏡像の公開を行った

ほか、地域文化デジタル化事業を活用し、角間川盆踊りのＤＶＤ収録等を進めておりま
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す。

最後に、財政状況について申し上げます。

大仙市として通年ベースでの実質的に初年度の決算であります平成１７年度決算にお

ける歳入構造は、普通会計ベースで地方交付税や国・県支出金などの依存財源比率が

７３．１％を占め、地方税収入は歳入全体のわずか１４．７％しかないため、各種事業

の遂行にあたって基金の取り崩しと市債の発行により歳入を確保しており、財政運営は

非常に厳しいものとなっております。

財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は９４．２％で、前年度

に比較して４．２ポイント改善されているものの８０％を超えると硬直化とされており、

依然として非常に高い数値であることから、引き続きこれを改善することが本市の喫緊

の課題であります。

このため、平成１９年度以降の財政運営におきましては、経常経費全体について抜本

的な削減に積極的に取り組まなければならないと考えております。

人件費につきましては、退職者数に対する採用者数の抑制や早期希望退職者制度によ

り職員数を減らし、適正とする類似団体の職員数に近づけるとともに、特殊勤務手当の

見直しなど人件費の削減を図ってまいります。また、事務事業や組織の合理化といった

見直しによる縮減は申すまでもなく、本年度から実施の指定管理者制度を活用した業務

の民間委託や社会福祉施設や保育園の法人への移行、市が出資している第三セクターの

経営等の改善など、できるものから早期に実施してまいりたいと存じます。

なお、職員の削減にあたっては、業務調整等を図り、事務事業の執行に支障のないよ

う職員配置に努めてまいります。

各種補助負担金につきましては、補助金本来の趣旨に立ち返り、来年度予算では縮減

や事業年度の終期設定、事業の組み替えなど見直しを図ってまいります。

また、平成１７年度決算から実質公債費比率という指標が創設されております。平成

１７年度の実質公債費比率は、平成１５年度から平成１７年度までの３年間の標準的な

財政規模に占める公債費負担の度合いを測る指標で、自治体の記債が許可制から協議制

に移行されたのに伴い創設されたものであります。この指標が１８％以上の団体は従来

どおり許可制が適用され、公債費負担適正化計画の策定団体となり、今後の財政運営の

計画を立て、許可を得る必要があり、２５％以上になると単独事業などの起債が制限さ

れます。
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本市における実質公債費比率は１７．０％となっており、現段階では協議制での起債

発行が可能となっておりますが、総合計画の実施計画に掲載されている事業を全て実施

するとすれば、シミュレーションでは平成１９年度に１８％を超え、平成２１年度には

２１％前後になるものと予測しており、６月に策定した実施計画の普通建設事業につき

ましても事業計画の再度の見直しを行い、起債発行額の削減を図らなければならないと

思っております。

今後の財政運営につきましては、大仙市はもともと財政基盤が脆弱な市町村による合

併のため、その財政運営は依然として交付税等の依存財源に頼っていることから、今後、

自主財源の確保のため、市税の滞納繰越分の徴収に一層の努力を払うとともに、歳出構

造の抜本的な改革を行い、贅肉を切り捨てスリム化を図る必要があると考えております。

依然として厳しい財政状況でありますが、「市民との協働のまちづくり」を基本とし、

大仙市の基礎を構築してまいりたいと存じますので、市民及び議員各位のご理解とご支

援を賜りますようお願い申し上げ、招集の挨拶並びに諸般の報告とさせていただきます。

午前１０時４０分 開 議

○議長（橋本五郎君） これより本日の会議を開きます。

欠席の届け出は、１７番斉藤博幸君であります。

○議長（橋本五郎君） 本日の議事は、日程第１号をもって進めます。

○議長（橋本五郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において、２３番児玉裕一

君、２４番高橋幸晴君、２５番佐々木洋一君を指名いたします。

○議長（橋本五郎君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２２日までの１８日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋本五郎君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１８日間と決定いたしま

した。
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○議長（橋本五郎君） 日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

専決処分報告３件、第三セクター３社にかかわる平成１７年度決算、平成１８年度事

業計画及び平成１７年度大仙市継続費精算報告書が市長から、例月出納検査結果が市代

表監査委員から、それぞれ提出されましたので、これを別冊お手元に配付のとおりであ

ります。

○議長（橋本五郎君） 日程第４、議案第１７４号、公益法人等への大仙市職員の派遣等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第４０、議案第２１０号、

平成１８年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）までの３７件を一括して議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君）【登壇】 お手元の資料Ｎｏ．１の議案書をご覧いただきたい

と思います。

はじめに、１ページ・２ページをご覧いただきます。

議案第１７４号、公益法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い、

派遣先法人から有限会社を削除するほか所要の文言整理を行うものであり、公布の日か

ら施行するものであります。

次に、３ページから１１ページになりますが、ご覧いただきたいと思います。

議案第１７５号、大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説

明申し上げます。

本案は、本則における手数料徴収時の件数等のとらえ方に矛盾があることから、当該

規定を削除するとともに別表に規定している件数等の単位を整理するものであり、カー

ド、鑑札等については「枚」、事故証明及び閲覧については「件」、その他の証明等に

ついては「通」に統一するものであります。これにより手数料の徴収額が改定となるの

は、世帯の住民票の写しの交付のみであり、従来４人までごとに２００円であったもの

が世帯の数に関係なく１通２００円となります。このほか別表において手数料徴収の根

拠となる条項の整理を行い、平成１８年１０月１日から施行するものであります。



- 17 -

次に、１２ページから１４ページまでとなりますが、議案第１７６号、大仙市立太田

緑地広場条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、太田地域の村づくり交付金事業で整備をいたしました太田根笹緑地広場につ

いて、平成１８年１０月１日から供用を開始するため、当該広場の規定を追加するもの

であります。また、現在本条例で規定する緑地広場については、すべて指定管理者が管

理しておりますが、根笹緑地広場は施設設備内容が軽微であることから、指定管理者に

よらず業務委託によって管理することとし、指定管理者による管理を運営規定に改める

ものであり、これに伴う所要の条文整備を行い、平成１８年１０月１日から施行するも

のであります。

次に、１５ページ・１６ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１７７号、大仙市児童館及び児童センターに関する条例の一部を改正する条例

の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、神岡地域のまちづくり交付金事業によりＪＲ神宮寺駅と国道１３号バイパス

間の道路新設に伴い、この区域に位置する駅向児童館について公共補償により移転新築

し、平成１８年１２月１０日から供用を開始するものであります。

次に、１７ページ・１８ページ、ご覧いただきたいと思います。

議案第１７８号、大仙市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、ご

説明申し上げます。

本案は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令の制定により、保険給付の内容が見直され、出産育児一時金が３０万円から３５万

円に、埋葬料及び家族埋葬料が１０万円から５万円に改正されることに伴い、健康保険

との均衡を考慮し、当市の出産育児一時金を３０万円から３５万円に引き上げるととも

に葬祭費については激変を緩和するため１０万円から７万円に引き下げるものであり、

平成１８年１０月１日から施行するものであります。

次に、１９ページ・２０ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１７９号、大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申

し上げます。

本案は、公営住宅法施行令の一部改正に伴い、既存入居者等の世帯構成及び心身の状

況によって公募によらずに他の市営住宅に入居できるよう改正するほか、整備が完了し

た神岡Ａ・Ｄ棟及び神岡Ｅ・Ｆ棟の３６区画の駐車場の規定を追加するとともに、当該
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駐車場使用料を既存の神岡Ｇ・Ｈ棟の駐車場と同額である１区画１カ月につき

１，５７０円とするものであり、平成１８年１０月１日から施行するものであります。

次に、２１ページ・２２ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１８０号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し

上げます。

本案は、神岡地域のまちづくり交付金事業として神岡中央公園に建設中の屋内多目的

施設（愛称）「嶽ドーム」について、有料公園施設として使用料等を議案記載のとおり

規定するとともに、公園使用料の減免措置について既存の体育施設との整合性を図るた

め規定の整備を行うものであります。また、併せて所要の文言整理を行い、平成１８年

１２月１日から施行するものであります。

次に、２３ページ・２４ページ、ご覧いただきたいと思います。

議案第１８１号、大仙市営協和スキー場条例の一部を改正する条例の制定について、

ご説明申し上げます。

本案は、協和スキー場のリフト料金が競合する県内同規模のスキー場と比較して高額

であることや立地条件、施設設備の内容、経過年数なども考慮し、今般、リフト料金と

貸スキー料金の減額を行うものであり、平成１８年１２月１日から施行するものであり

ます。

次に、２５ページ・２６ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１８２号、大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例の制定について、ご説明申

し上げます。

本案は、平成１６年度に旧協和町においてＪＲ羽後境駅舎を住民交流機能を併せ持つ

施設として改築し条例制定したものでありますが、合併の際、協和町条例のまま暫定施

行していたことから、今般大仙市条例として制定するものであり、公布の日から施行し、

附則で旧協和町条例を廃止するものであります。

次に、２７ページから２９ページまでになりますが、ご覧いただきたいと思います。

議案第１８３号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される大仙市職員の処遇等に関

する条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、青年海外協力隊等の海外活動に市職員が参加する場合、市の現行制度上、職

員は退職の取り扱いとなっていますが、職務に関連し、かつ国際交流・国際協力・国際

化に対応した人材の育成などの観点から、市にとって有益であるもので特に任命権者が
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認めた者については市職員の身分のまま参加できるよう制度を整備するものであります。

海外活動に参加する方法としては、派遣と次の議案第１８４号の休職による方法があり

ますが、本条例は派遣による方法について外国の地方公共団体の機関等に派遣される一

般職の地方公務員の処遇等に関する法律に基づき、派遣される職員の処遇等に関し必要

な事項を定めるものであります。

なお、派遣と休職では双方とも職員の身分は保証されるものの退職金、年金、昇給及

び公務災害補償が異なるため、職務との関連性の度合いなどによってどちらの取り扱い

とするか決定することになります。

具体的な内容につきましては、任命権者が外国の地方公共団体との合意や要請に応じ、

その機関等に職員を派遣するもので、臨時職員等は派遣する職員から除外しております。

派遣期間中の給与につきましては、企業職員及び単純労務職員を除く一般職員につい

て、給料、扶養手当、居住手当及び期末手当を状況に応じ１００分の７０から１００分

の１００の範囲で支給し、あるいは支給しないこともできることとし、派遣先の業務中

の負傷などによる休職中の給与は公務上の負傷などによる休職と同じ取り扱いとするも

のであり、赴任旅費についても支給できることとしております。

企業職員及び単純労務職員につきましては、支給する給与の種類は一般の職員と同様

とするものであり、状況に応じ支給しないこともできることとするものであります。

このほか必要な報告事項を定めるものであり、公布の日から施行するものであります。

次に、議案書の３０ページ・３１ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１８４号、大仙市職員の休職の事由に関する条例の制定について、ご説明申し

上げます。

本案は、休職事由として職員が学校、研究所、その他市長が指定する公共的機関にお

いてその職員の職務に関連があると認められる調査・研究または指導に従事する場合を

認め、国内外におけるボランティアや学術研究などに従事する場合に休職の取り扱いが

できるようにするものであります。

また、海外の治安等を考慮し、職員が生死不明、所在不明等になった場合にも休職の

取り扱いができるようにするものであります。

なお、これに伴い附則において大仙市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条

例の一部改正を行い、前述の事由による休職期間を３年以内と定め、また、大仙市一般

職の職員の給与に関する条例の一部改正により、当該休職中の給与については給料、扶
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養手当、居住手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ１００分の１００以内を支給す

ることができることとし、公布の日から施行するものであります。

次に、３２ページから３４ページまでをご覧いただきたいと思います。

議案第１８５号、大仙市障害者計画等策定審議会条例の制定について、ご説明申し上

げます。

本案は、障害者基本法第９条第３項の規定に基づく障害者計画及び障害者自立支援法

第８８条第１項の規定に基づく障害福祉計画を平成１８年度中に策定する必要があるこ

とから、これら計画の策定にあたり市民の声を反映させるため、大仙市障害者計画等策

定審議会を設置するものであります。

審議会の所掌事務は、市長の諮問に応じ計画について審議し答申するほか、意見を述

べることで、委員１５人以内で組織し、学識経験者等について市長が委嘱または任命し、

任期は計画策定完了までとなっております。また、委員報酬は他の審議会委員と同様の

日額６，１００円で、旅費も他の審議会委員と同様の取り扱いとし、公布の日から施行

するものであります。

次に、３５ページから５４ページまでとなります。ご覧いただきたいと思います。

議案第１８６号から議案第１８８号までの字の区域の変更について、一括してご説明

申し上げます。

これら３件は、県営担い手育成基盤整備事業の大曲地域の唐白天地区、神岡地域の下

タ野地区及び下川原地区の施行に伴い、同地区の字の区域を変更する必要が生じたため、

県知事から字界変更の依頼がありましたので、地方自治法第２６０条第１項の規定によ

り議会の議決をお願いするものであります。

次に、５５ページから５７ページまでをご覧いただきたいと思います。

議案第１８９号、県単小規模土地改良事業における市営土地改良事業の計画概要の決

定について、ご説明申し上げます。

本案は、中仙地域立石地区のため池の老朽化に伴い、堤防決壊の未然防止等のため市

営土地改良事業としてため池余水吐の改良工事を行うものであり、土地改良法第９６条

の２第１項の規定に基づき、土地改良事業の計画の概要について県知事と協議を行うに

あたり、同条第２項の規定により当該計画の概要を定めることについて議会の議決をお

願いするものであります。

次に、５８ページをご覧いただきたいと思います。
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議案第１９０号、財産の取得について、ご説明申し上げます。

本案は、平成１９年度から供用開始予定の（仮称）大曲南外学校給食センターの学校

給食用次世代強化磁気食器４，５００セットの購入について、大仙市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により議会の議決をお願

いするものであり、平成１８年８月１７日に指名競争入札を行った結果、株式会社丸栄

商事が落札しましたので、契約額２，８３５万円で仮契約を締結したものであります。

次に、５９ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１９１号、財産の取得について、ご説明申し上げます。

本案は、建設機械整備費補助事業により仙北総合支所に配備する雪寒機械の購入につ

いて、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条

の規定により議会の議決をお願いするものであり、平成１８年８月１７日に指名競争入

札を行った結果、株式会社カワサキマシンシステムズが落札したものであり、契約額

１，７０１万円で仮契約を締結したものであります。

次に、６０ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１９２号、工事委託に関する協定の締結について、ご説明申し上げます。

本案は、ＪＲ奥羽本線大曲駅構内の（仮称）中通こ道橋新設工事の委託に係る協定の

締結について、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関る条例

第２条の規定により議会の議決をお願いするものであり、平成１８年７月２４日に契約

額１４億８，２４８万３千円で東日本旅客鉄道株式会社秋田支社と仮協定を締結したも

のであります。この工事は、大曲駅前第二地区土地区画整理事業地内の都市計画道路中

通線の鉄道アンダーパスに係る工事で、平成１８年度から平成２０年度までの３カ年度

で実施するものであり、鉄道保安上の理由から、鉄道管理者である東日本旅客鉄道株式

会社秋田支社が施行するものであります。

次に、６１ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１９３号、平成１７年度大仙市上水道事業剰余金の処分について、ご説明申し

上げます。

本案は、平成１７年度大仙市上水道事業剰余金のうち１億円を建設改良積立金として

処分することについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定により議会の議決をお願

いするものであります。

次に、６２ページから６６ページまでをご覧いただきたいと思います。



- 22 -

議案第１９４号から議案第１９８号までの５件について、一括してご説明申し上げま

す。

本５件につきましては、当市簡易水道事業、介護老人福祉施設介護サービス事業、介

護老人保健施設介護サービス事業、老人デイサービス事業及びスキー場事業の５つの特

別会計について、既に議会の議決を経ている一般会計からの事業資金繰入額の上限に変

更が生じましたので、係る変更につき地方財政法第６条の規定により議会の議決をお願

いするものであります。

各特別会計の変更額についてでありますが、簡易水道事業特別会計については、一般

管理費及び簡易水道事業費の増額に伴い、繰入額を４億８，７６５万３千円以内に、介

護老人福祉施設介護サービス事業、介護老人保健施設介護サービス事業及び老人デイ

サービス事業の各特別会計については、法改正による介護サービス情報の公表等にかか

わる経費の増額に伴い、それぞれ繰入額を１億６，８５３万５千円以内、１億

４，５０２万７千円以内、９，１０１万７千円以内、スキー場事業特別会計については

スキー場運営費等の増額に伴い、繰入額を２，４０８万１千円以内と、それぞれするも

のであります。

次に、資料Ｎｏ．２の補正予算書をご覧いただきたいと思います。資料Ｎｏ．２の補

正予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１９９号、平成１８年度大仙市一般会計補正予算（第３号）について、ご説明

申し上げます。

今回の補正予算は、市道及び各施設の除雪対策費や障害者自立支援法の制定、児童手

当制度の改正に伴う事業費、児童扶養手当、西仙北地域の統合保育園建設事業費などの

補正が主なものであり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１１億８，９６３万１千円を

追加し、補正後の予算総額を４５８億６，５５１万２千円とするものであります。

次に、５ページをご覧願います。

継続費の補正につきましては、西仙北地域の統合保育園建設事業につきまして、平成

１８年度から平成１９年度の２カ年の継続費を設定するものであります。

また、（仮称）大仙市新協和体育館建設事業費につきましては、建設事業費が確定し

たことから、平成１８年度分について年割額の変更を行うものであります。

次に、６ページをご覧願います。

債務負担行為の設定におきましては、仙北及び太田地域の農業経営基盤強化資金利子
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助成費補助金等の追加についてお願いするものであります。

それでは、補正予算の概要につきまして、歳入から順にご説明申し上げます。

１１ページからご覧いただきたいと思います。

１０款地方交付税は、普通交付税として６億２４９万７千円の補正であります。

１２款分担金及び負担金は、障害者生活支援センター運営事業費負担金として４８万

６千円の減額補正であります。

１３款使用料及び手数料は、墓地公園永代使用料、幼稚園預かり保育料など６５２万

円の補正であります。

１４款国庫支出金は１，２７６万９千円の補正であります。

国庫負担金は、進行性筋萎縮症者療養等給付費負担金、被用者小学校修了前特例給付

国庫負担金など６，６９９万８千円の補正であります。国庫補助金は、知的障害者通所

更生施設松倉分譲の施設整備にかかわる社会福祉施設整備費補助金、払田の柵跡環境整

備事業費補助金など５，４２２万９千円の減額補正であります。

１５款県支出金は５，１８５万８千円の補正であります。

県負担金は、進行性筋萎縮症者療養等給付費負担金、被用者小学校修了前特例給付県

費負担金など４，８２０万円の補正であります。

県補助金は、障害者自立支援法の制定に伴い新たに創設された地域生活支援事業費補

助金や農業経営基盤強化資金利子助成費補助金として１４５万６千円の補正であります。

県委託金は、墓地許認可等移譲事務交付金として２２０万２千円の補正であります。

１８款繰入金は、キッズボランティア活動支援事業費交付金の財源として教育文化振

興基金繰入金、町内集落会館整備貸付事業費の財源として町内集落会館整備費貸付基金

繰入金の、合わせて７７６万９千円の補正であります。

１９款繰越金は、前年度繰越金として２億９，８０１万円の補正であります。

２０款諸収入は９，３０９万４千円の補正であります。

貸付金元利収入は、地域総合整備資金貸付金、町内集落会館整備費貸付金、大仙市第

三セクター運営資金貸付金の元金収入として、合わせて７，１４８万７千円の補正であ

ります。

雑入は、豪雪により１７年度中に支給した災害弔慰金の国・県負担分とする秋田県災

害弔慰金等負担金、建物総合損害共済金、除雪サービス利用者負担金など２，１６０万

７千円の補正であります。



- 24 -

２１款市債は、西仙北地域の統合保育園整備事業費の補正に伴う統合保育園整備事業

債、神岡地域のまちづくり交付金事業費の補正に伴うまちづくり交付金事業債、払田の

柵跡環境整備事業費の減額補正に伴う文化財整備事業債、また今年度の発行額確定に伴

う減税補てん債及び臨時財政対策債として、合わせて１億１，７６０万円の補正であり

ます。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

１６ページからご覧いただきたいと思います。

１款議会費は、議会活動費として１２０万円の補正であります。

２款総務費は５，３２８万５千円の補正であります。

主な内容といたしまして、庁舎管理費は各庁舎の除排雪経費や西仙北庁舎の階段手す

り取付工事、太田庁舎周辺のサクラテングス病剪定業務委託料などとして９１９万５千

円の補正、町内集落会館整備貸付事業費は、貸し付け対象の増加見込みに伴い

１，０８５万６千円の補正、町内集落会館建設費等補助金は補助対象の増加見込みに伴

い７０８万円の補正、電子計算管理運営経費は学校給食管理システム及び障害者自立支

援法の制定に伴うシステム改修費として１，１９８万３千円の補正であります。

次に、３款民生費は２億５，２７４万１千円の補正であります。

主な内容といたしまして、高齢者等除雪サービス事業費は、これまで一部地域で実施

していた除雪サービスを全市に拡大するため１，３１８万円の補正、児童扶養手当は受

給者等の増加見込みに伴い３，５７１万６千円の補正、児童手当関係につきましては、

被用者児童手当、非被用者児童手当、小学校修了前特例給付について児童手当法の改正

により、対象者が小学校６年までに拡大されたことや所得制限が緩和されたことに伴い、

合わせて１億３，３５０万円の補正であります。また、認可保育所管理運営費は産休、

育休、代替等に伴う臨時保育士賃金や太田保育園の施設改修費などとして２，１８７万

２千円の補正、西仙北地域の総合保育園建設事業費は建設にかかわる本体工事及び設計

管理委託料などとして６，７６２万６千円の補正であります。

また、各特別会計の補正に伴い、介護老人福祉施設介護サービス事業特別会計繰出金

は５９万４千円、介護老人保健施設介護サービス事業特別会計繰出金は１２万６千円、

老人デイサービス事業特別会計繰出金は３０万１千円をそれぞれ補正するものでありま

す。

次に、４款衛生費であります。
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衛生費は１，５６９万３千円の補正であります。

主な内容といたしまして、墓地公園整備事業費は１７年度に市の土地開発公社へ委託

し、造成した神岡地域の墓地公園について区画の一部が売却されたことに伴い、償還金

の一部を繰上償還するため３９４万１千円の補正、簡易水道費補助金は、西仙北地域の

白坂水道組合及び仙北地域の払田簡易水道組合に対する施設改修費補助金として１１２

万３千円の補正であります。また、簡易水道事業特別会計の補正予算に伴い、繰出金と

して９５７万６千円を補正するものであります。

次に、６款農林水産業費は１，６９１万９千円の補正であります。

主な内容といたしまして、利子補給等補助金は仙北・太田地域の農業者に対する農業

経営基盤強化資金利子助成金として５万８千円の補正、病害虫防除推進対策費は大曲・

神岡・中仙地域の無人ヘリコプターのオペレーター養成等補助金として３５７万円の補

正、用排水路整備事業費は中仙・太田地域の用排水路整備に係る経費として５１６万５

千円の補正、国土調査事業費は過去に実施した太田地域の国土調査実施箇所の再調査に

係る経費として３０４万５千円の補正であります。

次に、７款商工費は４，０２５万２千円の補正であります。

主な内容といたしまして、ふるさと館管理費は施設の修繕費等として１５４万９千円

の補正、柵の湯管理費は県営ほ場整備事業に伴う水道管移設工事費等として２８６万３

千円の補正、大仙市第三セクター運営資金貸付金は大仙市第三セクター運営資金貸付要

綱に基づき貸し付けするものであり、西仙北温泉インター株式会社に２，５００万円、

株式会社協和リゾート管理公社に５００万円の、合わせて３，０００万円の補正であり

ます。

次に、８款土木費は６億９，２４９万３千円の補正であります。

主な内容といたしまして、道路台帳作成経費は１７年度の市道新設、改良、廃止等に

伴う道路台帳の更新経費として３，５１５万２千円の補正、除雪対策費は市内全域の市

道除雪にかかわる経費として６億２８３万３千円の補正、消雪施設等補助金は消雪施設

の新設及び更新に対する補助金として大曲地域と西仙北地域の合わせて１，００４万４

千円の補正、神岡地域のまちづくり交付金事業費は幼保一体施設及び神宮寺駅舎関連施

設の設計費などとして２，６４７万９千円の補正であります。また、各特別会計予算の

補正に伴い、宅地造成事業特別会計繰出金は５１万９千円、公共下水道事業特別会計繰

出金は４７０万円、特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金は１０万円を、それぞ
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れ減額補正するものであります。

次に、９款消防費は５００万３千円の補正であります。

主な内容といたしまして、消防施設維持管理費は大曲地域の防火水槽マンホール修繕

料や火災により損傷した協和地域の第８分団消防格納庫の修繕料及び小型ポンプ付積載

車購入費として４６９万３千円の補正であります。

１０款教育費であります。１０款教育費は７，５３２万４千円の補正であります。

主な内容といたしまして、校舎等維持補修及び施設整備費は各小中学校の施設補修及

び除雪経費等として、小学校費では１，８５１万６千円の補正、中学校費では６０５万

８千円の補正、公民館管理費は神岡地域の嶽雄館の冷温水発生機修繕料や西仙北地域中

央公民館の附属施設として活用するための旧法務局西仙北出張所の修繕料など合わせて

６８３万７千円の補正、小中学生ウィンタースポーツ推進事業費は、市内の小学生と中

学１・２年生及び養護学校生徒に対する市内スキー場シーズン券配付経費として

１，７２８万５千円の補正、体育館管理費は今年度中にオープン予定の（仮称）新協和

体育館の管理運営費や施設備品購入費及び各地域の体育館管理費として１，５４７万４

千円の補正であります。また、各特別会計予算の補正に伴い、学校給食事業特別会計繰

出金は１，４０９万円、スキー場事業特別会計繰出金は５８７万５千円を、それぞれ補

正するものであります。

次に、１１款災害復旧費であります。１１款災害復旧費は、大仙市農地等災害復旧事

業補助金交付要綱に基づき、西仙北地域の水路、畦畔、法面の崩壊に対する補助金とし

て４７万７千円の補正であります。

１２款公債費であります。１２款公債費は、平成９年・１０年に貸し付けした地域総

合整備資金について、貸付先である医療法人あけぼの会より貸付残額の全額繰上償還が

予定されていることから、貸付財源として借り入れした市債についても同様に繰上償還

を行うため、長期債元金償還金として３，６２４万４千円の補正であります。

次に、各特別会計補正予算につきまして、ご説明申し上げます。

最初に３９ページをご覧いただきたいと思います。補正予算書の３９ページをご覧願

います。

議案第２００号、平成１８年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

は、事業勘定及び歯科診療所勘定の補正をお願いするものであります。

事業勘定は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ５億６，９８７万３千円を追加し、補
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正後の予算総額を９３億８，１９３万１千円とするものであります。

なお、今回の補正は、医療制度改革関連法の制定に伴い、新たに１０月から実施され

る保健財政共同安定化事業に関連する拠出金等の補正が主な内容であります。

歳入６款共同事業交付金は、保健財政共同安定化事業交付金として５億６，９８７万

３千円の補正であります。

次に、歳出５款共同事業拠出金は、新たに実施される保健財政共同安定化事業拠出金

として５億６，９８７万３千円の補正、また、各事業の事務費拠出金に伴う歳出の組み

替え補正であります。

歯科診療所勘定は、嘱託技工士の退職に伴う外注技工費分として総務費の一般管理費

事務費を２００万円減額し、医業費の技工費として２００万円を増額する歳出の組み替

え補正であります。

次に、５５ページからご覧いただきたいと思います。

議案第２０１号、平成１８年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ５，９８７万６千円を追加し、補正後の予算総額を

２２億６，２３２万３千円とするものであります。

歳入２款繰入金は、一般会計繰入金及び学校給食センター建設基金繰入金として

５，９８７万６千円の補正であります。

次に、歳出１款給食事業費は、各給食センターの除排雪等に伴う管理及び運営費及び

（仮称）大曲南外学校給食センターの開設準備に伴う学校給食センター開設準備経費な

どとして５，９８７万６千円の補正であります。

次に、６３ページをご覧願います。

議案第２０２号、平成１８年度大仙市宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ３，２５２万１千円を追加し、補正後の予算総額を２

億１，２８８万１千円とするものであります。

歳入１款財産収入は、西仙北地域の木売沢地区土地売払収入として３，３０４万円の

補正であります。

２款繰入金は、一般会計繰入金として５１万９千円の減額補正であります。

次に、歳出１款事業費は、木売沢地区宅地造成事業費として木売沢地区の土地売払い

に伴い、秋田県町村土地開発公社に対する繰上償還金として３，２５２万１千円の補正

であります。
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次に、７１ページをご覧願います。

議案第２０３号、平成１８年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ６，９７０万５千円を追加し、補正後の予算総額を

１６億６，０８４万９千円とするものであります。

また、平成１９年度に浄水場及び管渠工事の一括発注を予定しております西仙北地域

の大沢郷地区について、その準備経費として全域分の実施設計測量業務について平成

１８年度から１９年度の２カ年を期間とする継続費の設定をお願いするものであります。

歳入１款分担金及び負担金は、事業費分担金として１０万円の補正であります。

２款使用料及び手数料は、水道使用料の滞納繰越分として２６３万円の補正でありま

す。

３款国庫支出金は、西仙北地域の大沢郷地区、刈和野地区の事業費変更に伴う簡易水

道等施設整備費国庫補助金として１，６４２万９千円の補正であります。

４款繰入金は、一般会計繰入金として９５７万６千円の補正であります。

５款諸収入は、西仙北地域の県道交差点改良工事に伴う県からの水道管等破損弁償金

が確定したことにより１１３万円の減額補正であります。

６款市債は、西仙北地域の大沢郷地区、刈和野地区の事業費変更に伴う簡易水道事業

債、簡易水道整備事業債として４，２１０万円の補正であります。

歳出１款総務費は、一般管理費として神岡、西仙北、中仙、協和、南外地域の施設修

繕料など８６１万８千円の補正であります。

２款事業費は、簡易水道事業費として西仙北地域の大沢郷地区、刈和野地区、心像小

杉沢地区、中仙地域の入角地区について継続費の設定などによる事業費の変更として

６，１０８万７千円の補正であります。

次に、８５ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２０４号、平成１８年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

資本費平準化債の市債額確定に伴い、一般会計繰入金を４７０万円減額し、下水道事業

債に４７０万円増額する歳入の組み替え補正であります。

次に、９１ページをご覧いただきます。

議案第２０５号、平成１８年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）につきましても資本費平準化債の市債額確定に伴い、一般会計繰入金を１０

万円減額し、下水道事業債に１０万円増額する歳入の組み替え補正であります。
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次に、９７ページをご覧願います。

議案第２０６号、平成１８年度大仙市介護老人福祉施設介護サービス事業特別会計補

正予算（第１号）は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ５９万４千円を追加し、補正後

の予算総額を１１億４，４７２万３千円とするものであります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として５９万４千円の補正であります。

歳出１款総務費は、一般管理費として介護保険制度の改正に伴う介護サービス情報の

公表に要する手数料及び桜寿苑の介護用製氷器の購入費として５９万４千円の補正であ

ります。

次に、１０５ページをご覧願います。

議案第２０７号、平成１８年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会計補

正予算（第１号）は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１２万６千円を追加し、補正後

の予算総額を８億５，９２７万３千円とするものであります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として１２万６千円の補正であります。

歳出１款総務費は、一般管理費として介護保険制度の改正に伴う介護サービス情報の

公表に要する手数料として１２万６千円の補正であります。

次に、１１３ページをご覧願います。

議案第２０８号、平成１８年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算（第１

号）は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３０万１千円を追加し、補正後の予算総額を

２億１，８４０万３千円とするものであります。

歳入２款繰入金は、一般会計繰入金として３０万１千円の補正であります。

歳出１款総務費は、一般管理費として介護保険制度の改正に伴う介護サービス情報の

公表に要する手数料として３０万１千円の補正であります。

次に、１２１ページをご覧願います。

議案第２０９号、平成１８年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ５８７万５千円を追加し、補正後の予算総額を

６，６５５万３千円とするものであります。

歳入３款繰入金は、一般会計繰入金として５８７万５千円の補正であります。

歳出１款総務費は、スキー場一般管理費負担金として７万５千円の補正であります。

２款事業費は、大曲ファミリースキー場、協和スキー場のスキー場事業費として

５８０万円の補正であります。



- 30 -

次に、１２９ページをご覧願います。

議案第２１０号、平成１８年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）は、歳

入歳出予算の総額に、それぞれ１０万８千円を追加し、補正後の予算総額を２４５万８

千円とするものであります。

歳入１款財産収入は、雄物川河川改修に伴う木形台住宅団地造成用地の土地売払収入

として２１万５千円の補正であります。

２款繰入金は、財産区基金繰入金として１０万７千円の減額補正であります。

歳出２款総務費は、財産管理費諸経費として小種入会地処分に伴う補償費として１０

万８千円の補正であります。

以上、条例案、単行案並びに補正予算案につきまして一括してご説明申し上げました

が、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

終わります。

○議長（橋本五郎君） 次に、日程第４１、議案第２１１号、平成１７年度大仙市一般会

計・特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。久米助役。

○助役（久米正雄君）【登壇】 議案第２１１号、平成１７年度大仙市一般会計・特別会

計歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。

今回ご審議いただく平成１７年度の一般会計・特別会計歳入歳出決算は、地方自治法

第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により、大仙市監査委員の審査をいただ

いたものであり、その審査結果につきましては監査委員より提出されている審査意見書

のとおりでございます。

決算の内容は、お手元にお配りしております資料Ｎｏ．３の平成１７年度大仙市一般

会計・特別会計歳入歳出決算書のとおりであります。

今回の決算は、大仙市として実質的に初めて１年間を通した決算として調整を行った

ものであります。

はじめに、一般会計・特別会計の決算についてご説明申し上げます。

平成１７年度一般会計の決算規模は、歳入総額４８３億１，０９４万８，５０４円、

歳出総額４６９億８８７万３，１０１円となっており、歳入歳出差引額は１４億２０７

万５，４０３円であります。また、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は１２億
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９，９３７万６，４０３円の黒字となっております。

平成１７年度国民健康保険事業特別会計ほか２２特別会計の決算規模は、歳入総額

３３３億８，８２０万１，１６９円、歳出総額３３２億８，９０８万２，３９６円と

なっており、歳入歳出差引額は９，９１１万８，７７３円となっております。また、翌

年度への繰越財源を控除した実質収支額は７，６３０万７７３円であります。

なお、老人保健特別会計におきましては、歳入歳出差引額が１億４，８９１万

２，８７４円の赤字となったことから、この不足額を翌年度からの繰上充用金により補

てんしております。

次に、普通会計ベースにおける決算概要についてご説明申し上げます。

お手元の資料Ｎｏ．３－１、平成１７年度普通会計決算概要をご覧願いたいと思いま

す。一枚物でございます。

普通会計ベースにおける決算規模は、歳入総額５０５億９，４８１万８千円、歳出総

額４９１億７，０３３万７千円となっており、歳入歳出差引額は１４億２，４４８万１

千円、前年度に比較し、歳入総額で４１億２，０６３万８千円の減、率にして７．５％

の減となっております。また、歳出総額では４１億８，００７万５千円の減、率にして

７．８％の減となっております。なお、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は９

億５，３９１万８千円の黒字となっておりますが、財政調整基金の取り崩し等を控除し

た実質単年度収支は１０億４，２３６万５千円の赤字となっております。

普通会計の歳入構造でありますが、市税などの自主財源は１３６億２，８７８万１千

円、地方交付税、国・県支出金、市債などの依存財源は３６９億６，６０３万７千円と

なっており、依存財源の占める割合は歳入全体の７３．１％と高い割合となっており、

自主財源の占める割合は僅か２６．９％という状況となっております。この自主財源の

うち主要な歳入である市税は、歳入全体に占める割合が１４．７％しかないため、各種

事業の遂行にあたっては基金の取り崩しと市債の発行により財源を確保している状況で

あり、財政運営は非常に厳しいものとなっております。

歳出の義務的経費については、人件費が９４億３，７７８万円、前年度に比較し

５．９％の減、扶助費では３９億４，１４３万２千円で、２９．９％の大幅な増、公債

費では６７億３０９万円で１．４％の増となっております。義務的経費の総額は２００

億８，２３０万２千円で、歳出全体に占める割合は４０．８％、前年度に比較して

３．９ポイントの増となっております。
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次に、普通会計における主な財政指標についてご説明申し上げます。

財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は９４．２％で、前年度

に比較して４．２ポイント改善されております。ポイントが改善された主な要因といた

しましては、歳入では普通交付税が前年度より７．９％の増、歳出では合併による議員、

特別職の減員に伴う人件費の減、経費節減等による物件費の減、維持補修費の減などが

主な要因となっております。

経常収支比率については、若干の改善がされたものの安全ラインとされる８０％をは

るかに超える状況が続いており、依然として厳しい状況が続いております。

また、今年度から新たに起債制限の財政指標として設けられた実質公債費比率は、３

カ年平均で１７．０％となっております。この実質公債費比率は今年度から自治体の起

債が許可制から協議制に移行されたことに伴い創設された指標で、従来の起債制限比率

の算定に加え、下水道事業や一部事務組合など公営企業債等の起債償還の財源に対する

普通会計からの繰出金を含めるもので、１８％を超えると起債許可団体及び公債費負担

適正化策定団体になり、２５％を超えると単独事業などの起債借り入れについて制限さ

れるものであります。

最後に、市債の現在高についてでありますが、一般会計・各特別会計の合計の１７年

度末残高は１，００９億４，０４６万１千円で、前年度数値より２．２％の増、額にし

て２１億２，９０５万８千円の増となっております。

以上、平成１７年度大仙市一般会計・特別会計の決算の概要につきましてご説明申し

上げましたが、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（橋本五郎君） 次に、日程第４２、議案第２１２号、平成１７年度市立大曲病院

事業会計決算の認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。高橋市立病院事務長。

○病院事務長（高橋大樹君）【登壇】 議案第２１２号、平成１７年度市立大曲病院事業

会計決算について、ご説明を申し上げます。

最初に資料Ｎｏ．４の１０ページをご覧いただきたいと思います。

最初に、平成１７年度病院利用状況について申し上げます。

年間入院延べ患者数は４０，７８９人で、前年度に比較いたしまして３４３人の減と

なっています。年間延べ外来患者数は１２，９４４人で、前年度に比較し９３５人の増
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となっております。

また、建設改良として老人性認知症病棟施設基準の変更のための工事として、在宅療

養訓練指導室、観察室の改良工事がありましたが、１８年３月末に完成しております。

次に、１ページに戻りまして決算の状況について申し上げます。

収益的収入及び支出の決算額は、病院事業収益が８億４，８２８万６，１５５円、病

院事業費用が８億３，８２８万６，１５５円で、収支差引１，０００万円の黒字決算と

いうふうになっております。この１，０００万円は、未処理欠損金の７，６１６万

３，４７７円の減額のために一般会計から繰り出されたものでございます。

ここでこの欠損金と今回の欠損金減額のための繰り入れについて若干ご説明をいたし

ます。

まず、この未処理欠損金につきましては、平成８年度の病院移転新築に伴います旧病

院の建物等の廃止による損失でございまして、旧病院の取得価格から減価償却累計額を

差し引いた残額でございます。これまで同じ額で繰り越されてきたものでございます。

また、繰入金につきましては、病院移転後の平成９年度から１２年度までは毎年２億

６，０００万円から７，０００万円の繰り入れで収支ゼロの決算を保ってきた経緯がご

ざいます。欠損金の減額のための繰り入れについて一般会計と協議をしておりましたが、

繰入金の額がさらに増えるということもございまして、実質的には実現できずにきたと

いうことがございます。

しかしながら平成１４年度から１７年度の繰入額は、取り扱い患者の増等により２億

円程度と移転新築当時に比べ６、７，０００万円の減少となっていることから、今年度

の決算調整にあたり一般会計と協議した結果、未処理欠損金の減額についての繰り入れ

が行われたものでございます。

それでは次に、病院事業収益の内訳について説明をいたしたいと思います。

１７ページ以降の収支明細というものがございますけれども、これに詳しく書いてお

りますので見ていただきたいと思います。

医業収益ですけれども６億３，１９７万６，７７３円で、その内訳は入院収益５億

１，７３３万３，１７４円、外来収益１億１，２４３万７０４円、その他医業収益

２２２万２，８９５円となっております。

医業収益は、前年度に比較いたしますと１，０７３万９，３３８円の増となっており

ますが、これは入院患者数が減少したものの外来患者数が増加したということによるも
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のが主な要因でございます。

また、医業外収益は２億１，６３０万９，３８２円でありますが、このうち一般会計

からの負担金は前年度に比較して１，９５０万２，１４２円増の２億１，５３８万

１，０２２円となっております。この一般会計負担金の内訳は、例年どおりの繰入金が

２億５３８万１，０２２円、未処理欠損金の処理に充てる部分が１，０００万円という

ことになります。

次に、病院事業費用でありますが、この内訳であります医業費用が７億７，６９９万

１，８６８円、このうち職員人件費分の給与費が４億６，７４２万５，６１２円、薬品

費などの材料費が８，５１３万４３０円、光熱水費、燃料費、委託料などの経費が１億

４，２５５万９，３９１円、減価償却費が８，０５０万６，１４７円、医師及び看護師

等の研究研修費が１３７万２８８円であります。

医業費用は、前年度に比較しますと２，２２７万１，０１１円の増となっております

が、これは給与費でおよそ３１０万円、材料費でおよそ８０７万円、光熱水費等の経費

でおよそ１，１７５万円の増ということになるところでございます。

また、医業外費用につきましては６，１２９万４，２８７円で、内訳は企業債の支払

利息６，１１３万４，３８４円、雑損失１５万９，９０３円となっております。前年度

に比較しまして１９０万８，６７７円の減というようになっています。

次に、資本的収入及び支出の決算額につきましては、資本的収入は該当する収入がな

く、ゼロ円でございます。

資本的支出につきましては６，８５２万６，７０６円で、この内訳は前段で申し上げ

ております老人性認知症病棟の在宅療養訓練指導室、観察室の改装工事及びベッドの購

入に係る建設改良費が２１０万７，５６０円、企業債元金償還金として６，６４１万

９，１４６円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する６，８５２万６，７０６円は、過年度

分損益勘定留保資金と同額補てんしております。

以上、平成１７年度市立大曲病院事業会計決算についてご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議をいただきましてご認定賜りますようお願いを申し上げます。

終わります。

○議長（橋本五郎君） 次に、日程第４３、議案第２１３号、平成１７年度大仙市上水道
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事業会計決算の認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。田口水道局長。

○水道局長（田口良邦君）【登壇】 議案第２１３号、平成１７年度大仙市上水道事業会

計決算の認定について、ご説明申し上げます。

資料Ｎｏ．４の中ほどから後半の方になります。ご覧いただきたいと存じます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成１７年度大仙市上水道事業会計決

算を別紙大仙市監査委員の意見書を付けて議会の認定をお願いするものでございます。

これは同法同条第２項の規定により監査委員の審査を経たもので、決算の状況につきま

してはお手元に配付の決算書の決算報告並びに財務諸表、その他附属書類のとおりであ

りますが、その概要についてご説明申し上げます。

はじめに、１ページの収益的収入及び支出についてでありますが、収入の上水道事業

収益は決算額８億１，９６６万８，１６６円となっております。このうち給水収益など

の営業収益につきましては８億１，９３６万６，０１３円、営業外収益３０万

２，１５３円となっております。支出の上水道事業費用は、決算額６億２，３４５万

４，６６０円となっております。事業費用の内訳は、原水及び上水費などの営業費用と

して５億３，０２７万１，４４５円、企業債利息などの営業外費用は９，３０５万

１，８１５円、特別損失１３万１，４００円となっております。この結果、消費税を含

めない収益的収入及び支出につきましては、１億７，２４０万６，３９３円の純利益と

なっております。

次に、２ページの資本的収入及び支出についてでありますが、収入額が４億

９，２７３万６，８０１円、支出額は８億１，０２３万１，０８３円で、差し引き３億

１，７４９万４，２８２円の財源不足を生じましたので、この不足分を減債積立金１億

５，０００万円、過年度分損益勘定留保資金１，５４２万３，６７９円、当年度分損益

勘定留保資金１億２，８５０万８，３８３円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額２，３５６万２，２２０円で補てんをしております。

収入につきましては、大曲駅前第二地区土地区画整理事業に関連した配水管移設工事

などの工事負担金１，７８５万２，８５１円、消火栓設置に伴う一般会計からの負担金

３８８万３，９５０円、企業債は４億５，０００万円、国庫補助金は２，１００万円で

ございます。

支出につきましては、工事請負費等の建設改良費が６億２，７０８万４，９４０円で
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あります。

主なものとしましては、宇津野台浄水場配水池新設工事、配水管付設工事としまして

日の出町一丁目地内ほか６カ所で３，００９ｍ、改良工事は大曲字古四王際地内ほか５

カ所、石綿セメント管更新事業として大曲通町ほか２カ所を実施しております。

消火栓設置工事は新設４基、移設２基を実施しております。

企業債償還金につきましては１億８，２７９万６，６２９円の元金償還金でございま

す。

次に、資料１０ページをお願いいたします。

事業報告書１－（１）総括事項、２の給水状況でございますが、給水人口は

３２，５６０人で、計画給水人口３５，０００人に対する普及率は９３％であります。

また、総配水量は４，３４１，７７２㎥で、１日平均配水量１１，８９５㎥であります。

以上、決算の概要について申し上げましたが、今後とも効率的な運営を図り、安全な

水道水の安定供給に努めてまいりますので、議員各位のご指導を賜りますようお願い申

し上げますとともに、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（橋本五郎君） これにて、本定例会に上程された議案等についての説明が終了い

たしました。

お諮りいたします。議案等調査のため、９月６日から９月１２日まで、７日間休会い

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋本五郎君） ご異議なしと認めます。よって、９月６日から９月１２日まで、

７日間休会することに決しました。

○議長（橋本五郎君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれをもっ

て散会し、来たる９月１３日、本会議第２日を定刻に開議いたします。

ご苦労様でございました。

午前１１時５４分 散 会


